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三井住友銀行は、予てより経営目標の柱の一つに掲げて

いる｢バランスシートのクリーンアップ｣に注力しています。

なかでも平成15年度は、金融再生法に基づく開示債権額

（除く正常債権）において2.4兆円を超える大幅な削減を

行い、着実な成果を上げました。私ども金融機関を取り巻

く日本経済にも好転の兆しが見られるなか、平成16年度

においても、バランスシートのクリーンアップ総仕上げの

年として、オフバランス化や企業再生・再建に一層積極的

に取り組み、財務体質の抜本的な強化に努めていきます。

Ⅰ．自己査定と償却・引当について

1．自己査定について

三井住友銀行は、金融庁の金融検査マニュアルおよび日

本公認会計士協会の実務指針等を踏まえた自己査定基準に

基づき、厳格な自己査定を行っています。この自己査定手

続きは、与信先の債務履行の確実性を示す指標である債務

者格付の下位格付決定プロセスとして位置付けており、自

己査定の債務者区分と格付体系は整合させています。

資産の健全性を確保し、適正な償却・引当を行うための

準備作業である自己査定は、保有する資産を個別に検討し

てその安全性・確実性を判定するものです。具体的には、

各取引先の状況に応じて｢正常先｣｢要注意先｣｢破綻懸念先｣

｢実質破綻先｣｢破綻先｣の5つの債務者区分に分け、さら

に各取引先の担保・保証条件等を勘案して、債権回収の危

険性または価値毀損の危険性の度合いに応じてⅠ～Ⅳの区

分に分類しています。また、三井住友フィナンシャルグ

ループ全体のリスク管理を強化する観点から、連結対象各

社においても、原則として三井住友銀行と同様に自己査定

を実施しています。

2．償却･引当について

償却とは、債権が回収不能となった場合、または債権が

回収不能と見込まれる場合に、その債権について会計上損

失処理を行うことです。償却には、回収不能額をバランス

シートの資産項目から引き落とし損失処理を行う｢直接償

却｣と回収不能見込額を負債項目の貸倒引当金に計上する

ことにより損失処理を行う｢間接償却｣があり、この間接償

却のことを一般的に引当処理と言っています。

当行は自己査定に基づいて決定された債務者区分ごとに

償却・引当基準を定めており、その手続きの概要は下記の

とおりとなっています。

不良債権の現状

債務者区分定義

正常先 業況良好かつ財務内容に特段の問題がないと認め
られる債務者

要注意先 今後の管理に注意を要する債務者

破綻懸念先 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者

実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないも
のの実質的に経営破綻に陥っている債務者

破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者

分類定義

I分類 回収の危険性または価値の毀損の危険性に問題
（非分類） がない資産

II分類 回収について通常の度合いを超える危険を含むと
認められる債権等の資産

III分類 最終的な回収可能性または価値について重大な懸
念があり、損失の発生の可能性が高い資産

IV分類 回収不能または無価値と判定される資産

償却・引当基準

正常先 格付ごとに過去の倒産確率に基づき
今後1年間の予想損失額を一般貸倒
引当金（注1）に計上

要注意先 貸倒リスクに応じてグループ分け *
を行い、グループごとに過去の倒産
確率に基づき将来の予想損失額を一
般貸倒引当金（注1）に計上
* グループ分けは、「要管理先債権」と「そ
の他の要注意先」に区分し、後者をさら
に財務内容や与信状況等を勘案して細
分化。また、大口要管理先を主体とし
てDCF法的手法も導入。

破綻懸念先 個々の債務者ごとに分類された III分
類（担保・保証等により回収が見込ま
れる部分以外）のうち必要額を算定
し個別貸倒引当金（注2）を計上

破綻先・実質破綻先 個々の債務者ごとに分類された IV分
類（回収不能または無価値と判定さ
れる部分）の全額を原則直接償却し、
III分類の全額について個別貸倒引当
金（注2）を計上

（注1）一般貸倒引当金 貸金等債権を個別に特定せず、貸出
債権一般に内在する回収不能リスク
に対する引当を行うもの

（注2）個別貸倒引当金 その全部または一部につき回収の見
込みがないと認められる債権（個別
に評価する債権）に対する引当を行
うもの
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三井住友銀行は平成15年3月期より大口の要管理先

を主体として、ディスカウント・キャッシュフロー(割引

現在価値＝DCF)法的手法を採用しています。DCF法と

は、債権の元本の回収および利息の受取にかかるキャッ

シュフローを合理的に見積もることができる債権につい

て、｢当該キャッシュフローを当初の約定利率、または取

得当初の実効利子率で割り引いた金額｣と｢債権の帳簿価

格｣との差額を貸倒引当金とする方法のことを言います。

これにより、将来の資産劣化リスクに対する備えは十分

な水準となっています。

また、三井住友フィナンシャルグループ全体のリスク管

理を強化する観点から、連結対象各社においても原則とし

て三井住友銀行と同様な償却・引当基準を採用しています。

Ⅱ．不良債権処理額について

不良債権処理額はクレジットコストとも言いますが、こ

れは引当処理の場合は貸倒引当金の追加繰入額、最終処理

の場合は回収不能額から既引当済みの金額を差し引いたも

のになります。

平成15年度の不良債権処理額は下表のとおりとなって

います。

不良債権問題の完全決着に向け平成15年度は、最終処

理の一層の促進のほか、企業再生・再建支援にも積極的に

取り組み、結果として、三井住友銀行単体では8,034億

円の不良債権処理額を計上することになりました。

今後は金融再生プログラムに掲げられている不良債権比

率半減という目標を達成することのみならず、今後の経済

情勢の変化等にも揺るがない強固な体質を目指し、さらな

るバランスシートのクリーンアップに注力していきます。

不良債権処理額 11,413
貸出金償却 5,663
個別貸倒引当金繰入額 2,764
債権売却損失引当金繰入額 △5
共同債権買取機構売却損 8
延滞債権売却損等 3,021
特定海外債権引当勘定繰入額 △38

一般貸倒引当金繰入額 △3,379

合計（貸倒償却引当費用） 8,034

貸倒引当金残高 12,508

部分直接償却（直接減額）実施額 8,894

■平成16年3月期の処理実績（三井住友銀行単体） （単位：億円）

与信関係費用（連結損益計算書ベース） 9,566

貸倒引当金残高 14,225

部分直接償却（直接減額）実施額 12,361

■平成16年3月期の処理実績（三井住友フィナンシャルグループ連結） （単位：億円）

三井住友銀行単体 三井住友フィナンシャルグループ連結

貸倒引当金　合計 12,508 14,225
一般貸倒引当金 7,690 8,377
個別貸倒引当金 4,740 5,770
特定海外債権引当勘定 78 78

■引当金残高 （単位：億円）
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Ⅲ．不良債権の開示とオフバランス化の進捗について

1．不良債権開示の概念について

不良債権とは、銀行が保有する貸出金等の債権のうち、

元本または利息の回収に懸念があるものを指します。不良

債権の開示に当たっては、銀行法に基づくもの(リスク管理

債権)と金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に

基づくもの(金融再生法開示債権)があり、自己査定に基づい

て決定された債務者区分にしたがって開示区分が決定され

ます。金融再生法の開示区分概要およびリスク管理債権と

金融再生法開示債権の相違点は下表のようになっています。

2．不良債権開示額実績について

平成16年度の金融再生法開示債権とリスク管理債権は

次頁のようになっています。抜本的な体質改善を目指し、

積極的なオフバランス化を行ったことにより危険債権が

9,268億円減少（平成15年3月末比）したほか、企業再

生・再建支援への注力等から、要管理債権においては

13,600億円減少（平成15年3月末比）しました。結果

として不良債権の開示残高としては2兆4,501億円（平

成15年3月末比）の減少となりました。不良債権比率に

ついても、平成15年3月末比3.4％減少し、5.0％となっ

ております。

リスク管理債権は、貸出金以外

の貸付有価証券、外国為替、未収

利息、仮払金および支払承諾見返

が開示対象に含まれないという点

を除き、金融再生法に基づく開示

債権と一致しています。なお、未

収利息については、自己査定にお

ける債務者区分が｢破綻先｣｢実質

破綻先｣｢破綻懸念先｣である場合、

原則として｢不計上｣としています

ので、金融再生法に基づく開示債

権において開示される未収利息は

ありません。

開示債権の区分の概要

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 自己査定において破綻先および実質破綻先として区分された債務者に対する債権額のうち、
回収不能または無価値と判定された部分（IV分類額）を直接償却した残額です。このうち、III
分類額については全額引当をしていますので、これを除いた部分は、担保・保証等により回収
が可能な債権となります。

危険債権 自己査定において破綻懸念先として区分された債務者に対する債権額です。担保・保証等によ
り回収が見込まれる部分以外を III分類とし、個別に必要な金額について個別貸倒引当金を計
上しています。

要管理債権 自己査定における要注意先債権の一部で、3カ月以上延滞の状態にあるか、もしくは貸出条件
の緩和を行っている債権です。

正常債権 期末時点の貸出金、貸付有価証券、外国為替、未収利息、仮払金および支払承諾見返の合計
額のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」および「要管理債権」
に該当しない債権に相当します。

自己査定における 
債務者区分 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

破綻先 

金融再生法に基づく開示債権 リスク管理債権 

貸出金 

破綻先債権 

延滞債権 

3カ月以上延滞債権 

貸出条件緩和債権 

貸出金 

要管理債権 

危険債権 

（正常債権） 

その他の 
債権 

その他の 
債権 

要注意先 

正常先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

○ C

○ C○ B○ A

金融再生法に基づく開示債権とリスク管理債権の関係について

不
良
債
権
の
現
状
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三井住友銀行単体 平成15年3月末比 三井住友フィナンシャルグループ連結

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,616 △1,633 4,859
危険債権 12,027 △9,268 14,091
要管理債権 12,469 △13,600 14,412

小計 28,112 △24,501 33,362

正常債権 528,744 △44,390 561,275

合計 556,856 △68,891 594,637

部分直接償却（直接減額）実施額 8,894 12,361

■金融再生法に基づく開示債権

（注1） 部分直接償却（直接減額）8,894億円を含みます｡
（注2） 金融再生法開示対象外のオンバランス･オフバランス資産に対する引当

が一部含まれています｡
（破綻先・実質破綻先 64億円、破綻懸念先95億円）

（注3） ｢破綻先｣、｢実質破綻先」、｢破綻懸念先｣、｢要管理先債権｣および｢要注
意先債権（要管理先債権を含む）｣は、担保・保証等により回収可能部分
の金額を除いた残額に対する引当率を示しています。

（注4） ｢正常先債権｣および｢要管理先債権以外の要注意先債権｣は、債権額に対
する引当率を示しています。
ただし、｢要管理先債権以外の要注意先債権｣について、［ ］内に、担
保・保証等により回収可能部分の金額を除いた残額に対する引当率を示
しています。

（注5） 担保・保証等により回収可能部分の金額を除いた額に対する引当率を示
しています。

自己査定の 
債務者区分 

金融再生法に基づく開示債権 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

自己査定における分類区分 
引当金残高 

破綻先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

要注意先 

正常先 

非分類 II分類 III分類 
引当率 

危険債権 

担保・保証等により 
回収可能部分 全額引当 

必要額 
を引当 

正常先債権 

特定海外債権引当勘定 

貸倒引当金　計 

○個別貸倒引当金+要管理債権 
に対する一般貸倒引当金 

要管理債権 

（要管理先債権） 

要管理債権中の保全部分 要管理債権に対する 
一般貸倒引当金2,8755,235（○） 

要管理先債権以外の 
要注意先債権 

不良債権比率（○/④） 
5.0%

全額償却 
（注1） 個

別
貸
倒
引
当
金 

一
般
貸
倒
引
当
金 

   183 
（注2） 

39.0% 
  （注3） 

引当率 
（注5） 
（○ / ○） 
59.5％ 
 

100% 
（注3） 

83.6% 
（注3） 

4.2% 
[10.8%] 
（注4） 

22.4% 
（注3） 

0.2% 
（注4） 

4,557 
（注2） 

7,690

78

7,615

12,508

3,616（①） 

12,027（②） 

12,469（③） 

正常債権 

528,744

総計 

556,856（④） 

○=①+②+③ 

28,112

3,497（○） 

担保・保証等により 
回収可能部分 

6,573（○） ロ 

119

5,454

○担保・保証等により回収可能部分 
（○+○+○）                 15,305イ ハ ロ 

C

保全率　（（○+○）/ ○ ） B C A

 ○左記以外 
 （○–○） 
D

A C 12,807

81.5%

IV分類 

（単位：億円） 
■自己査定、開示および償却・引当との関係（三井住友銀行単体） 

ハ 

イ 

B D

A

B
A

（単位：億円）

三井住友銀行単体 平成15年3月末比 三井住友フィナンシャルグループ連結

破綻先債権 672 △1,052 964
延滞債権 14,608 △9,294 17,679
3カ月以上延滞債権 476 △671 515
貸出条件緩和債権 11,993 △12,929 13,822

合計 27,749 △23,946 32,980

部分直接償却（直接減額）実施額 8,658 11,783

■リスク管理債権 （単位：億円）
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3．オフバランス化の進捗状況について

不良債権のオフバランス化とは不良債権の最終処理とも

言い、売却や直接償却等の手続きにより銀行のバランス

シートから不良債権を落とすことを指します。

平成13年4月に、政府により金融と産業の一体再生

を目標とする緊急経済対策が取りまとめられ、そのなかの

具体的施策としての｢不良債権の抜本的なオフバランス化｣

において、主要行は破綻懸念先以下の債権に区分されるに

至った債権につき、平成13年度以降、既存分は2年以

内、新規発生分は3年以内にオフバランス化につながる

措置を講ずることを求められていますが、順調に処理は進

んでいます。

（単位：億円）
平成14年3月末 平成14年度 平成15年3月末 平成15年度 平成16年3月末

① 新規発生額 最終処理額 ② 新規発生額 最終処理額 ③

破産更生等債権 4,982 1,089 △822 5,249 1,257 △2,890 3,616
危険債権 29,823 12,933 △21,461 21,295 12,279 △21,547 12,027
合　計 34,805 14,022 △22,283 26,544 13,536 △24,437 15,643

増減（②－①） 増減（③－②）

破産更生等債権 267 △1,633
危険債権 △8,528 △9,268
合　計 △8,261 △10,901

■開示債権の業種別構成（三井住友銀行単体）

金融再生法に基づく開示債権（除く正常債権） （構成比） リスク管理債権 （構成比）

国内 27,403 (100.0%) 27,098 (100.0%)
製造業 3,285 (12.0%) 3,259 (12.0%)
農業、林業、漁業及び鉱業 11 (0.0%) 11 (0.0%)
建設業 1,073 (3.9%) 1,071 (4.0%)
運輸、情報通信、公益事業 854 (3.1%) 843 (3.1%)
卸売・小売業 3,688 (13.5%) 3,661 (13.5%)
金融・保険業 547 (2.0%) 530 (2.0%)
不動産業 10,167 (37.1%) 9,976 (36.8%)
各種サービス業 5,345 (19.5%) 5,339 (19.7%)
地方公共団体 — (—) — (—)
その他 2,433 (8.9%) 2,408 (8.9%)

海外 709 651
政府等 114 114
金融機関 7 7
商工業 588 530
その他 — —

国内・海外　合計 28,112 27,749

（単位：億円）

（注）「国内」は国内店（特別国際金融取引勘定を除く）の合計です。「海外」は海外店（特別国際金融取引勘定を含む）の合計です。

■オフバランス化の実績（三井住友銀行単体）

4． 開示債権の地域別構成と業種別構成について

■開示債権の地域別構成（三井住友銀行単体）

金融再生法に基づく開示債権（除く正常債権） （構成比） リスク管理債権 （構成比）

国内 27,403 (97.5%) 27,098 (97.7%)

海外 709 (2.5%) 651 (2.3%)
アジア 325 (1.1%) 307 (1.1%)
インドネシア 183 (0.7%) 183 (0.7%)
香港 32 (0.1%) 32 (0.1%)
インド 36 (0.1%) 31 (0.1%)
中国 4 (0.0%) 4 (0.0%)
その他 70 (0.2%) 57 (0.2%)

北米 274 (1.0%) 261 (0.9%)
中南米 39 (0.1%) 12 (0.0%)
西欧 71 (0.3%) 71 (0.3%)
東欧 — (—) — (—)

国内・海外　合計 28,112 (100.0%) 27,749 (100.0%)

（単位：億円）

（注）「国内」は国内店（特別国際金融取引勘定を除く）の合計です。「海外」は海外店（特別国際金融取引勘定を含む）の合計です。
債務者所在国を基準に集計しています。




